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新

高知県公立高等学校修学支援事業（学び直しへの支援）

実施要領（抜粋）

旧

高知県公立高等学校修学支援事業（学び直しへの支援）

実施要領（抜粋）

第１条～第５条 略

第６条 略

２ 削除

２ 学校長等は、認定申請書 の提出があったとき

は、当該認定申請書等に基づき支給要件を確認した上で様式２に

よる認定申請者一覧を作成し、認定申請書等とともに教育委員会

に提出しなければならない。

３ 教育委員会は、前項の規定による認定申請書

の提出があったときは、生徒の学び直し支援金の受給資格を審査

し、受給資格の認定又は不認定を決定した上、様式３により当該

学校長等に通知するものとする。

４ 略

第７条～第９条 略

第10条 削除

第１条～第５条 略

第６条 略

２ 学び直し支援金の受給を希望しない者は、様式１による不受給

申出書を学校長等に提出しなければならない。

３ 学校長等は、認定申請書及び不受給申出書の提出があったとき

は、当該認定申請書等に基づき支給要件を確認した上で様式２に

よる認定申請者一覧を作成し、認定申請書等とともに教育委員会

に提出しなければならない。

４ 教育委員会は、前項の規定による認定申請書及び不受給申出書

の提出があったときは、生徒の学び直し支援金の受給資格を審査

し、受給資格の認定又は不認定を決定した上、様式３により当該

学校長等に通知するものとする。

５ 略

第７条～第９条 略

第10条 学び直し支援金の受給権者で、所得制限に該当することを

予測して前条第１項の収入状況届書等を提出しないものは、様式



第10条～第24条 略

附 則

略

略

略

略

略

この要領は、令和元年 月 日から施行し、平成31年4月1日から

適用する。

１による不受給申出書を提出しなければならない。

２ 学び直し支援金の受給権者でない者で、引き続き学び直し支援

金の受給を希望しない者は、不受給申出書を提出しなければなら

ない。

３ 第１項の規定により不受給申出書の提出があった場合の手続等

については、受給資格が消滅したものとして、第７条の規定を準

用する。

第11条～第25条 略

附 則

略

略

略

略

略



新

Ⅰ　資格認定事務関係

【資格認定】
番号 文　書　名 名 義 人 → 名宛人 実施要領

受給資格認定申請書 第６条第１項
 不受給申出書  第６条第２項
認定申請者一覧
認定申請者一覧(単位制）
資格認定通知
（別添１）資格認定結果一覧
（別添２）資格認定結果一覧（単位制）

4 資格認定通知 学校設置者 → 支給対象者
5 資格不認定通知 学校設置者 → 支給対象者
6 資格消滅者一覧 学校設置者 → 都道府県 第７条第１項

資格消滅通知
（別添）資格消滅者一覧

8 資格消滅通知（転学等） 学校設置者 → 支給対象者
9 資格消滅通知（所得制限） 学校設置者 → 支給対象者
10 授業料額変更届 学校設置者 → 都道府県 第８条

【保護者等の収入の状況に関する事項に係る届出】
番号 文　書　名 名 義 人 → 名宛人 実施要領
1 収入状況届出書 支給対象者（→学校設置者） → 都道府県 第９条第１項

収入状況届出者一覧
収入状況届出者一覧（単位制）
収入状況審査結果通知
（別添）収入状況審査結果一覧
支払差止通知
（別添）支払差止者一覧

14 支払差止通知 学校設置者 → 支給対象者 第９条第７項

【支給停止等】
番号 文　書　名 名 義 人 → 名宛人 実施要領
15 支給停止申出書 支給対象者（→学校設置者） → 都道府県 第11条第１項
16 支給停止申出者一覧 学校設置者 → 都道府県 第11条第２項
17 支給停止者一覧 都道府県 → 学校設置者 第11条第３項
18 支給停止通知 都道府県　（→学校設置者） → 支給対象者 第11条第４項

19
支給再開申出書(必要に応じて収入状況届出書を添
付)

支給対象者（→学校設置者） → 都道府県 第12条第１項

支給再開申出者一覧
支給再開申出者一覧（単位制）

21 支給再開者一覧 都道府県 → 学校設置者 第12条第４項
22 支給再開通知 都道府県　（→学校設置者） → 支給対象者 第12条第５項
23 支給実績証明書申請書 支給対象者 → 都道府県 第13条第２項
24 支給実績証明書 都道府県 → 支給対象者 第13条第３項

Ⅱ　支給関係

【都道府県～学校設置者】
番号 文　書　名 名 義 人 → 名宛人 実施要領

交付申請書
（別添１）内訳【生徒】
（別添２）内訳（単位制）【生徒】
交付決定通知書
（別紙）交付決定額一覧【生徒】
変更交付申請書
（別添１）内訳【生徒】
（別添２）内訳（単位制）【生徒】
変更交付決定通知書
（別紙）変更交付決定額一覧【生徒】

29 支払請求書 学校設置者 → 都道府県 第18条
実績報告書
（別添１）内訳【生徒】
（別添２）内訳（単位制）【生徒】
確定通知書
（別紙）確定額一覧【生徒】

【都道府県・学校設置者～支給対象者】
番号 文　書　名 名 義 人 → 名宛人 実施要領
32 支給決定（予定）者一覧 都道府県 → 学校設置者 第22条
33 支給決定（予定）通知書 学校設置者 → 支給対象者 第22条
34 変更支給決定（予定）者一覧 都道府県 → 学校設置者 第22条
35 変更支給決定（予定）通知書 学校設置者 → 支給対象者 第22条

※県立高等学校においては、学校設置者を県立高等学校と読み替える

高等学校等学び直し支援金　各種様式一覧 

1 支給対象者（→学校設置者） → 都道府県

２ 学校設置者 → 都道府県 第６条第２項

3 都道府県 → 学校設置者 第６条第３項

第６条第４項

7 都道府県 → 学校設置者 第７条第２項

第７条第３項

11 学校設置者 → 都道府県 第９条第３項

12 都道府県 → 学校設置者 第９条第４項

第９条第６項13 都道府県 → 学校設置者

20 学校設置者 → 都道府県 第12条第３項

25 学校設置者 → 都道府県 第14条

26 都道府県 → 学校設置者 第15条第１項

27 学校設置者 → 都道府県 第16条

28 都道府県 → 学校設置者 第17条第１項

30 学校設置者 → 都道府県 第20条

31 都道府県 → 学校設置者 第21条第１項

旧

Ⅰ　資格認定事務関係

【資格認定】
番号 文　書　名 名 義 人 → 名宛人 実施要領

受給資格認定申請書 第６条第１項
不受給申出書 第６条第２項
認定申請者一覧
認定申請者一覧(単位制）
資格認定通知
（別添１）資格認定結果一覧
（別添２）資格認定結果一覧（単位制）

4 資格認定通知 学校設置者 → 支給対象者
5 資格不認定通知 学校設置者 → 支給対象者
6 資格消滅者一覧 学校設置者 → 都道府県 第７条第１項

資格消滅通知
（別添）資格消滅者一覧

8 資格消滅通知（転学等） 学校設置者 → 支給対象者
9 資格消滅通知（所得制限） 学校設置者 → 支給対象者
10 授業料額変更届 学校設置者 → 都道府県 第８条

【保護者等の収入の状況に関する事項に係る届出】
番号 文　書　名 名 義 人 → 名宛人 実施要領
1 収入状況届出書 支給対象者（→学校設置者） → 都道府県 第９条第１項

収入状況届出者一覧
収入状況届出者一覧（単位制）
収入状況審査結果通知
（別添）収入状況審査結果一覧
支払差止通知
（別添）支払差止者一覧

14 支払差止通知 学校設置者 → 支給対象者 第９条第７項

【支給停止等】
番号 文　書　名 名 義 人 → 名宛人 実施要領
15 支給停止申出書 支給対象者（→学校設置者） → 都道府県 第12条第１項
16 支給停止申出者一覧 学校設置者 → 都道府県 第12条第２項
17 支給停止者一覧 都道府県 → 学校設置者 第12条第３項
18 支給停止通知 都道府県　（→学校設置者） → 支給対象者 第12条第４項

19
支給再開申出書(必要に応じて収入状況届出書を添
付)

支給対象者（→学校設置者） → 都道府県 第13条第１項

支給再開申出者一覧
支給再開申出者一覧（単位制）

21 支給再開者一覧 都道府県 → 学校設置者 第13条第４項
22 支給再開通知 都道府県　（→学校設置者） → 支給対象者 第13条第５項
23 支給実績証明書申請書 支給対象者 → 都道府県 第14条第２項
24 支給実績証明書 都道府県 → 支給対象者 第14条第３項

Ⅱ　支給関係

【都道府県～学校設置者】
番号 文　書　名 名 義 人 → 名宛人 実施要領

交付申請書
（別添１）内訳【生徒】
（別添２）内訳（単位制）【生徒】
交付決定通知書
（別紙）交付決定額一覧【生徒】
変更交付申請書
（別添１）内訳【生徒】
（別添２）内訳（単位制）【生徒】
変更交付決定通知書
（別紙）変更交付決定額一覧【生徒】

29 支払請求書 学校設置者 → 都道府県 第19条
実績報告書
（別添１）内訳【生徒】
（別添２）内訳（単位制）【生徒】
確定通知書
（別紙）確定額一覧【生徒】

【都道府県・学校設置者～支給対象者】
番号 文　書　名 名 義 人 → 名宛人 実施要領
32 支給決定（予定）者一覧 都道府県 → 学校設置者 第23条
33 支給決定（予定）通知書 学校設置者 → 支給対象者 第23条
34 変更支給決定（予定）者一覧 都道府県 → 学校設置者 第23条
35 変更支給決定（予定）通知書 学校設置者 → 支給対象者 第23条

※県立高等学校においては、学校設置者を県立高等学校と読み替える

高等学校等学び直し支援金　各種様式一覧 

1 支給対象者（→学校設置者） → 都道府県

２ 学校設置者 → 都道府県 第６条第３項

3 都道府県 → 学校設置者 第６条第４項

第６条第５項

7 都道府県 → 学校設置者 第７条第２項

第７条第３項

11 学校設置者 → 都道府県 第９条第３項

12 都道府県 → 学校設置者 第９条第４項

第９条第６項13 都道府県 → 学校設置者

20 学校設置者 → 都道府県 第13条第３項

25 学校設置者 → 都道府県 第15条

26 都道府県 → 学校設置者 第16条第１項

27 学校設置者 → 都道府県 第17条

28 都道府県 → 学校設置者 第18条第１項

30 学校設置者 → 都道府県 第21条

31 都道府県 → 学校設置者 第22条第１項



新

様式１

高知県教育委員会　様

□ 受給資格認定申請書（初回時）

□ 収入状況届出書（２回目以降）

□ この申請書又は届出書の記載内容は，事実に相違ありません。

〒

◆過去に学び直し支援金を受給したことがない場合，□にレ印を付けてください。

過去の学び直し支援金の受給期間がないため，下記の②に記入はありません。

    　　年　　月　　日

高等学校等学び直し支援金(以下,「学び直し支援金」
といいます。)の受給資格の認定を申請します。

既に受給資格認定を受けているため，学び直し支援金の支給に
関して，保護者等の収入の状況に関する事項について，
届け出ます。

（上の２つの□のうち，いずれかの□にレ印を付けてください。）

◆次の２つの事項を必ず確認の上，両方の□にレ印を付けてください。

　（以下の空欄に生徒本人が署名してください。保護者等による代筆も可能です。記入に当たっては，
　　別紙の「記入上の注意」及び「留意事項」をよく読んでから記入してください。）

ふりがな

保護者等の電話番号 　電話番号　　　　　　　（　　　　　　）－

学年

年次

【１．高等学校等の在学期間について】　（収入状況届出書の場合は，記載不要です。）

（うち支給停止期間等）

（うち支給停止期間等）

（うち支給停止期間等）

【２．学び直し支援金（又はこれに類するもの）の受給について】　

□

（うち支給停止期間等）

（うち支給停止期間等）

高等学校等学び直し支援金

□
この申請書又は届出書に虚偽の記載をして提出し，学び直し支援金の支給をさせた場合は，法律の規定
に基づき，刑罰が科せられることがあることを承知しています。

生徒の氏名 姓 名

生徒の生年月日
昭和
平成

　　　年　　　　月　　　　日

生徒の住所 都道
府県

市区
町村

生徒が在学する
学校の名称

①現在通っている高
等学校等の在学期間

学校名

　　　　　　立

　　　　年　   月　  日
　～ 学校の種類・課程・学科

　　 　年　  月 　 日
　～　　  　年 　 月　  日

学校名

　　　　　　立

　　 　 年 　 月 　 日
　～　　 　 年 　 月 　 日 学校の種類・課程・学科

　　 　 年 　 月 　 日
　～　　 　 年 　 月 　 日

学校名

　　　　　　立

　　 　 年 　 月 　 日
　～　　 　 年 　 月 　 日 学校の種類・課程・学科

　　 　 年 　 月 　 日
　～　　 　 年 　 月 　 日

学校名

　　　　　　立

　　 　 年 　 月 　 日
　～　　 　 年 　 月 　 日

　　　 年 　 月 　 日
　～　　 　 年 　 月 　 日

学校名

　　　　　　立

　　 　 年 　 月 　 日
　～　　 　 年 　 月 　 日

　　　　年 　 月 　 日
　～　　 　 年 　 月 　 日

②過去に高等学校等
に在学していた期間

②過去の学び直し
支援金の受給期間

旧
様式１

高知県教育委員会　様

受給資格認定申請書（初回時）

収入状況届出書（２回目以降）

不受給申出書

この申請書、届出書又は申出書の記載内容は，事実に相違ありません。

〒

◆過去に学び直し支援金を受給したことがない場合，□にレ印を付けてください。

過去の学び直し支援金の受給期間がないため，下記の②に記入はありません。

平成　　年　　月　　日

高等学校等学び直し支援金(以下,「学び直し支援金」
といいます。)の受給資格の認定を申請します。

既に受給資格認定を受けているため，学び直し支援金の支給に
関して，保護者等の収入の状況に関する事項について，
届け出ます。

学び直し支援金の受給資格を辞退し，又は放棄します。

（上の３つの□のうち，いずれかの□にレ印を付けてください。）

◆次の２つの事項を必ず確認の上，申請書又は届出書の場合は両方の□に，申出書の場合は１つ目
　の□にレ印を付けてください。

　（以下の空欄に生徒本人が署名してください。保護者等による代筆も可能です。記入に当たっては，

　　別紙の「記入上の注意」及び「留意事項」をよく読んでから記入してください。）

ふりがな

保護者等の電話番号 　電話番号　　　　　　　（　　　　　　）－

学年

年次

【１．高等学校等の在学期間について】　（収入状況届出書及び不受給申出書の場合は，記載不要です。）

（うち支給停止期間等）

（うち支給停止期間等）

（うち支給停止期間等）

【２．学び直し支援金（又はこれに類するもの）の受給について】　

（うち支給停止期間等）

（うち支給停止期間等）

高等学校等学び直し支援金

この申請書又は届出書に虚偽の記載をして提出し，学び直し支援金の支給をさせた場合は，法律の規定
に基づき，刑罰が科せられることがあることを承知しています。

生徒の氏名 姓 名

生徒の生年月日
昭和
平成

　　年　　　　月　　　　日

生徒の住所 都道
府県

市区
町村

生徒が在学する
学校の名称

①現在通っている高
等学校等の在学期間

学校名

　　　　　　立

平成　　年　  月　  日
　～ 学校の種類・課程・学科

平成  　年　  月 　 日
　～平成  　年 　 月　  日

学校名

　　　　　　立

平成 　 年 　 月 　 日
　～平成 　 年 　 月 　 日 学校の種類・課程・学科

平成  　年　  月 　 日
　～平成  　年 　 月　  日

学校名

　　　　　　立

平成 　 年 　 月 　 日

　～平成 　 年 　 月 　 日 学校の種類・課程・学科

平成  　年　  月 　 日
　～平成  　年 　 月　  日

学校名

　　　　　　立

平成 　 年 　 月 　 日
　～平成 　 年 　 月 　 日

平成  　年　  月 　 日
　～平成  　年 　 月　  日

学校名

　　　　　　立

平成 　 年 　 月 　 日
　～平成 　 年 　 月 　 日

平成  　年　  月 　 日
　～平成  　年 　 月　  日

②過去に高等学校等
に在学していた期間

②過去の学び直し
支援金の受給期間



新

（１）学び直し支援金の支給を受けようとする時期の区分（いずれかの□にレ印を付けてください。）

（２）　　

課税証明書等については次のとおりです。（次の①から⑦までのいずれかの□にレ印を付けてください。）

（２）‐１　次の保護者等の課税証明書等を添付します。

（２）‐２　　次の理由により，課税証明書等を添付しません。

（３）課税証明書等を添付する保護者等の氏名及び生徒との続柄(⑥又は⑦にレ印を付けた場合は不要です。)

（次の事項を確認の上，□にレ印を付けてください。）

【３．保護者等の収入の状況について】　　

□ ４月～６月（前年度の課税証明書等を添付） □ ７月～翌年６月（今年度の課税証明書等を添付）

月１日時点（□欄は申請・届出を行う月を記入。）における保護者等の状況及び添付する

　　　なお，(１)の課税証明書等の内容が，この事業又は高等学校等就学支援金制度において既に提出済み
　　の課税証明書等の内容と変更がない場合は，添付を省略することができます。
　　　省略する場合は，下表の添付省略欄にレ印を付けてください。

氏名 生徒との続柄 添付省略 氏名 生徒との続柄 添付省略

※保護者等や収入の状況に変更があった場合には，支給額が変更となることがありますので，必ず学校に連絡してください。

・保護者等に変更があった場合　（離婚・死別，養子縁組　等）

・収入の状況に変更があった場合　（収入の修正申告や税額の更正決定による道府県民税所得割の額又は市町村民税所得割の変更　等）

【４．確認事項】

学校受付日　　　　　　年　　月　　日（学校において記入してください。）

① □ 親権者（両親）２名分 両親の課税証明書等を添付する場合

親権者１名分　（アからウまでのいずれかの□にレ印を付けてください。）
　（親権者が，一時的に親権を行う児童相談所長，児童福祉施設の長である場合は，④から⑦までの
いずれかの□にレ印を付けてください。）

□ ア

　親権者の１人が控除対象配偶者であり，道府県民税所得割又は市町村民税所得割を課され
たとしても所得制限の要件や加算支給の区分に影響がないことが明らかな場合（配偶者控除
をうける親権者の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算が50万円を超える場合
を除く。）

□ イ
　親権者の１人が課税期日に日本国内に在住していないなど道府県民税所得割及び市町村民
税所得割が課されていない場合

□ ウ
・離婚，死別等により親権者が１名の場合，　　㊟親権がない場合は④
・親権者が存在するものの，家庭の事情によりやむを得ず，親権者の１人の課税証明書等
　を添付できない場合　等

③ □

未成年後見人　　　名分
　親権者が存在せず，未成年後見人が選任されている場合（未成年後見人が複数選任されている場
合は，全員分。ただし，未成年後見人が，法人である場合又は財産に関する権限のみを行使すべき
こととされている者である場合は，その者を除きます。）

④ □
生徒の生計をその収入により維持している者（主たる生計維持者）１名分
・親権者又は未成年後見人が存在しない場合，
・成人に達しているが主たる生計維持者が存在する場合　等

記入上の
注意

３のホ

参照
⑤ □

生徒本人
　親権者，未成年後見人又は主たる生計維持者のいずれも存在しない場合であり，
・成人に達している場合，
・未成年であるが道府県民税所得割又は市町村民税所得割を課されるだけの収入を得てい
る場合　等

⑥ □
　所得確認の対象が生徒本人（親権者，未成年後見人又は主たる生計維持者のいずれも存在しない
場合等）であるが，未成年で道府県民税所得割又は市町村民税所得割を課されるだけの収入を得て
いない場合

⑦ □
　親権者，未成年後見人，主たる生計維持者又は生徒本人の全員が，課税期日に日本国内に在住し
ていないなど道府県民税所得割及び市町村民税所得割を課されていない場合

□ □

□
学び直し支援金を授業料に充てるとともに，学び直し支援金の支給に必要な事務手続を学校設置者
に委任することを了承します。

□
この制度において収集する個人情報について，高等学校等就学支援金制度，高知県が実施する高等
学校等修学支援事業（家計の急変への支援）及び高校生等奨学給付金事業に利用することに同意し
ます。

② □

旧

（１）学び直し支援金の支給を受けようとする時期の区分（いずれかの□にレ印を付けてください。）

（２）　　月１日時点（□欄は申請・届出を行う月を記入。）における保護者等の状況及び添付する

課税証明書等については次のとおりです。（次の①から⑦までのいずれかの□にレ印を付けてください。）

（２）‐１　次の保護者等の課税証明書等を添付します。

（２）‐２　　次の理由により，課税証明書等を添付しません。

（３）課税証明書等を添付する保護者等の氏名及び生徒との続柄(⑥又は⑦にレ印を付けた場合は不要です。)

（次の事項を確認の上，□にレ印を付けてください。）

【３．保護者等の収入の状況について】　　（不受給申出書の場合は，記載不要です。）

□ ４月～６月（前年度の課税証明書等を添付） □ ７月～翌年６月（今年度の課税証明書等を添付）

　　　なお，(１)の課税証明書等の内容が，この事業又は高等学校等就学支援金制度において既に提出済み
　　の課税証明書等の内容と変更がない場合は，添付を省略することができます。
　　　省略する場合は，下表の添付省略欄にレ印を付けてください。

氏名 生徒との続柄 添付省略 氏名 生徒との続柄 添付省略

※保護者等や収入の状況に変更があった場合には，支給額が変更となることがありますので，必ず学校に連絡してください。
・保護者等に変更があった場合　（離婚・死別，養子縁組　等）
・収入の状況に変更があった場合　（収入の修正申告や税額の更正決定による道府県民税所得割の額又は市町村民税所得割の変更　
等）

【４．確認事項】

学校受付日　　平成　　年　　月　　日（学校において記入してください。）

① □ 親権者（両親）２名分 両親の課税証明書等を添付する場合

親権者１名分　（アからウまでのいずれかの□にレ印を付けてください。）
　（親権者が，一時的に親権を行う児童相談所長，児童福祉施設の長である場合は，④から⑦までのいずれかの□
にレ印を付けてください。）

□ ア

　親権者の１人が控除対象配偶者であり，道府県民税所得割又は市町村民税所得割を課され
たとしても所得制限の要件や加算支給の区分に影響がないことが明らかな場合（配偶者控除
をうける親権者の道府県民税所得割額及び市町村民税所得割額の合算が50万円を超える場合
を除く。）

□ イ
　親権者の１人が課税期日に日本国内に在住していないなど道府県民税所得割及び市町村民
税所得割が課されていない場合

□ ウ
・離婚，死別等により親権者が１名の場合，　　㊟親権がない場合は④
・親権者が存在するものの，家庭の事情によりやむを得ず，親権者の１人の課税証明書等
　を添付できない場合　等

③ □

未成年後見人　　　名分
　親権者が存在せず，未成年後見人が選任されている場合（未成年後見人が複数選任されている場
合は，全員分。ただし，未成年後見人が，法人である場合又は財産に関する権限のみを行使すべき
こととされている者である場合は，その者を除きます。）

④ □
生徒の生計をその収入により維持している者（主たる生計維持者）１名分
・親権者又は未成年後見人が存在しない場合，
・成人に達しているが主たる生計維持者が存在する場合　等

記入上の
注意

３のホ

参照
⑤ □

生徒本人
　親権者，未成年後見人又は主たる生計維持者のいずれも存在しない場合であり，
・成人に達している場合，
・未成年であるが道府県民税所得割又は市町村民税所得割を課されるだけの収入を得てい
る場合　等

⑥ □
　所得確認の対象が生徒本人（親権者，未成年後見人又は主たる生計維持者のいずれも存在しない
場合等）であるが，未成年で道府県民税所得割又は市町村民税所得割を課されるだけの収入を得て
いない場合

⑦ □
　親権者，未成年後見人，主たる生計維持者又は生徒本人の全員が，課税期日に日本国内に在住し
ていないなど道府県民税所得割及び市町村民税所得割を課されていない場合

□ □

　　　     学び直し支援金を授業料に充てるとともに，学び直し支援金の支給に必要な事務手続を学校設置者に
　　　　　委任することを了承します。

　　　　　 この制度において収集する個人情報について，高等学校等就学支援金制度，高知県が実施する高等学校
           等修学支援事業（家計の急変への支援）及び高校生等奨学給付金事業に利用することに同意します。

② □
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様式３（県立）

○○県立

○○○○高等学校長　様

○○県○○課高等学校等就学支援金担当
　電話　○○（○○○○）○○○○

文 書 番 号
年 月 日

○○県教育委員会

高等学校等学び直し支援金の受給資格認定について

　貴高等学校に在学する生徒に係る高等学校等学び直し支援金の受給資格について，別添
のとおりとなりましたので通知します。
　ついては，在学する生徒に通知していただくよう，お願いいたします。

本件担当

旧

様式３（県立）

○○県立

○○○○高等学校長　様

○○県○○課高等学校等就学支援金担当
　電話　○○（○○○○）○○○○

文 書 番 号
平成 年 月 日

○○県教育委員会

高等学校等学び直し支援金の受給資格認定について

　貴高等学校に在学する生徒に係る高等学校等学び直し支援金の受給資格について，別添
のとおり（認定しましたので，認定を却下しましたので）通知します。
　ついては，在学する生徒に通知していただくよう，お願いいたします。

本件担当
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様式３（市町村立）

学校設置者　様

○○県○○課高等学校等就学支援金担当
　電話　○○（○○○○）○○○○

文 書 番 号
年 月 日

○○県教育委員会

高等学校等学び直し支援金の受給資格認定について

　○○高等学校に在学する生徒に係る高等学校等学び直し支援金の受給資格について，別
添のとおりとなりましたので通知します。
　ついては，在学する生徒に通知していただくよう，お願いいたします。

本件担当

旧

様式３（市町村立）

学校設置者　様

○○県○○課高等学校等就学支援金担当
　電話　○○（○○○○）○○○○

文 書 番 号
平成 年 月 日

○○県教育委員会

高等学校等学び直し支援金の受給資格認定について

　○○高等学校に在学する生徒に係る高等学校等学び直し支援金の受給資格について，別
添のとおり（認定しましたので，認定を却下しましたので）通知します。
　ついては，在学する生徒に通知していただくよう，お願いいたします。

本件担当




